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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第11期

第１四半期
累計期間

会計期間
自 2021年12月１日
至 2022年２月28日

売上高 （千円） 546,798

経常損失（△） （千円） △130,395

四半期純損失（△） （千円） △131,070

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） －

資本金 （千円） 100,000

発行済株式総数
普通株式
Ａ種優先株式
Ｂ種優先株式
Ｃ種優先株式
Ｄ種優先株式
Ｅ種優先株式

（株）

14,060,000
5,540,000
1,666,200
4,195,200
1,640,000
194,400

純資産額 （千円） 443,038

総資産額 （千円） 1,685,793

１株当たり四半期純損失（△） （円） △9.60

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益

（円） －

１株当たり配当額 （円） －

自己資本比率 （％） 26.3

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。また、１株当たり四半期純損失であるため記載

しておりません。

４．当社は、第10期第１四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、第10期第１四半期累

計期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

５．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当第１四半期会計期間の期首

から適用しており、当第１四半期累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した

後の指標等となっております。

６．2022年９月６日付で普通株式２株につき１株の割合で株式併合を行っております。第11期の期首に当該株式

併合が行われたと仮定して１株当たり四半期純損失を算定しております。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、新規上場申請のための有価証券報告書

（Ⅰの部）に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものです。なお、当社は、前第１四

半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行っており

ません。

（１） 財政状態及び経営成績の状況

当第１四半期累計期間における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大が続いており、新

型コロナウイルス感染症のワクチンの接種が急速に進められたものの、新たな変異株が国内で流行し、2022年１

月にまん延防止等重点措置が実施され、再び人々の外出に制限がかけられています。IT環境においては、スマー

トフォンアプリ等を通じての個人間取引や継続的に消費者からサービスの対価を受け取るサブスクリプション型

ビジネス、インターネット上でサービスを提供するSaaSのトレンドが引き続き拡大しています。

このような状況の下、当社は、note事業（クリエイターがユーザーとコミュニケーションをとりながらデジタ

ルコンテンツを創作・公開・販売できるプラットフォームの「note」の運営）、note pro事業（法人向け情報発

信プラットフォーム（SaaS）の「note pro」の運営）、法人向けサービス事業（「note」上での企業協賛型コン

テストの実施など）を主要な事業として展開してまいりました。「note」は新型コロナウイルス感染症の対策の

ために消費者の行動が変容し、オンラインコンテンツの消費時間が増加した影響を受けて前期から継続してユー

ザー数が増加し、2022年２月末時点で会員登録者数は480万人を突破しております。一方、2022年２月単月の流通

金額は826百万円超（前年同月比112.5%）となり、新型コロナウイルス感染症の行動規制が緩和した影響で一時期

の急成長は一服しておりますが、依然として高水準で推移しています。また「note pro」については、noteのサ

ービス成長に伴う企業からの認知度向上により順調に契約数を伸ばしており、2022年２月末時点で有料アカウン

ト数は470を超えています。法人向けサービス事業として実施している「noteコンテスト」については、2022年２

月末時点で18,750千円の売上を計上しております。

　以上の結果、当第１四半期の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

① 経営成績

　当第１四半期累計期間の売上高は546,798千円となりました。内訳は、note売上高429,645千円、note pro売上

高66,977千円、法人向けサービス売上高22,530千円、その他売上高27,645千円です。一方、自社サービスを拡大

するため人材採用やプロダクトの開発コストが先行した結果、営業損失は131,518千円、経常損失は130,395千円、

四半期純損失は131,070千円となりました。

　なお、当社はメディアプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略してお

ります。

② 財政状況

　当第１四半期会計期間末における財政状況は以下のとおりです。

（資産）

　流動資産は前事業年度末に比べ66,448千円減少し、1,566,022千円となりました。これは主に、「note」のGMV

の伸長などにより未収入金が87,163千円増加した一方で、自社サービスを拡大するため人材採用やプロダクトの

開発コストが先行した結果、四半期純損失が発生したことなどにより現金及び預金が152,302千円減少したことな

どによります。

　固定資産は前事業年度末に比べ1,627千円増加し、119,770千円となりました。これは主に、事業用PCの取得な

どにより有形固定資産が2,635千円増加したことなどによります。
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　この結果、資産合計は前事業年度末に比べ64,821千円減少し、1,685,793千円となりました。

（負債）

　流動負債は、前事業年度末に比べ66,249千円増加し、1,082,754千円となりました。これは主に、「note」の

GMVの伸長などによりクリエイター向けの預り金が増加したため、預り金が73,117千円増加したことなどによりま

す。

　固定負債は前事業年度末と同じく160,000千円となりました。

　この結果、負債合計は前事業年度末に比べ66,249千円増加し、1,242,754千円となりました。

（純資産）

　純資産は、前事業年度末に比べ131,070千円減少し、443,038千円となりました。これは、四半期純損失の計上

により利益剰余金が減少したことによります。

　以上により当第１四半期会計期間末の自己資本比率は26.3％となりました。

（２） 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありま

せん。

（３） 経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

（４） 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第１四半期累計期間において新たに発生した優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変

更はありません。

（５） 研究開発活動

　該当事項はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

（１） 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 56,240,000

Ａ種優先株式 22,160,000

Ｂ種優先株式 6,664,800

Ｃ種優先株式 16,780,800

Ｄ種優先株式 6,560,000

Ｅ種優先株式 777,600

計 109,183,200

（注）１.2022年４月14日開催の株主総会決議に基づき、定款の一部変更を行い、同日付で新たな株式の種類としてＦ

種優先株式を追加し、同株式の発行可能種類株式総数を1,940,000株としております。なお、普通株式の発

行可能株式総数は54,300,000株となりました。

２.2022年９月６日開催の臨時株主総会決議に基づき、定款の一部変更を行い、2022年９月６日付でＡ種優先株

式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式に関する定款の定めを廃

止するとともに、普通株式について２株につき１株の割合で株式併合を行っております。これにより、普通

株式の発行可能株式総数は54,591,600株となりました。

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数（株）
（2022年２月28日）

提出日現在発行数（株）
（2022年11月17日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 14,060,000 14,617,900 非上場

完全議決権株式であり、権
利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式
です。（注）２，３，４

Ａ種優先株式 5,540,000 － 非上場 （注）５

Ｂ種優先株式 1,666,200 － 非上場 （注）６

Ｃ種優先株式 4,195,200 － 非上場 （注）７

Ｄ種優先株式 1,640,000 － 非上場 （注）８

Ｅ種優先株式 194,400 － 非上場 （注）９

計 27,295,800 14,617,900 － －

（注）１.当社は2022年３月30日開催の取締役会において、第三者割当による新株式発行を行うことを決議し、2022年４月

21日付で新株式の発行を行いました。これにより発行済株式総数はＦ種優先株式1,940,000株増加し、

29,235,800株となっております。

２.株主からの取得請求権の行使を受けたことにより、2022年８月26日付でＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先

株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価としてＡ種優先株

式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式１株につき、それぞれ普通株

式１株を交付しております。また、当社が取得したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株

式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式のすべてについて、2022年８月22日開催の取締役会において、会社法第178

条の規定に基づき消却することを決議し、2022年８月29日付で消却しております。なお、当社は、2022年９月６

日開催の臨時株主総会により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

３.2022年８月22日開催の取締役会決議及び2022年９月６日開催の臨時株主総会決議に基づき、2022年９月６日付で
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普通株式２株につき１株の割合で株式併合されたことを受け、同日付けで発行済株式総数は14,617,900株となっ

ております。

４.2022年９月６日開催の臨時株主総会で定款変更が決議され、同日付で１単元を100株とする単元株制度を採用し

ております。

５.Ａ種優先株式の内容は以下のとおりです。

（優先配当金）

　当社は、当社が吸収分割又は新設分割をする場合において剰余金の配当をするときには、当該配当の基準日

の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株主又はＡ種優先登録質権者に対し、同日の最終の株主名簿

に記載された普通株主又は普通登録質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種優先分配額に相当する額

をそれぞれ配当する。なお、本項に基づき配当される剰余金の額が、発行済のＡ種優先株式の数（自己株式を

除く。）にＡ種優先分配額を乗じた額の合計額に満たない場合には、本項に基づきＡ種優先株式１株当たりに

配当される剰余金の額の比率が、Ａ種優先分配額の比率と同じになるように配当する。

　前項に基づく配当をした後、普通株主又は普通登録質権者に対して配当をするときは、同時に、Ａ種優先株

主又はＡ種優先登録質権者に対して、Ａ種優先株式１株当たり、普通株式１株当たりの配当額に、その時点に

おけるＡ種取得比率を乗じた額の配当をそれぞれ行う。なお、本条に基づく配当財産の計算上生じる１株未満

の端数は切り捨てるものとする。

（残余財産の分配）

　当社の残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、Ａ種優先株式１株に

つき金110円（以下「Ａ種優先分配額」という。）が、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち分配される。

但し、Ａ種優先株式につき、株式分割、株式併合、株式無償割当又はこれに類する事由があったときは、その

比率に応じて、Ａ種優先分配額は適切に調整される。Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者にＡ種優先分

配額の残余財産が分配されたのち、なお残余財産がある場合は、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に

対し、Ａ種優先株式１株につき、普通株式１株に対して分配される残余財産と同額の残余財産が分配される。

（議決権）

　Ａ種優先株主は、当社株主総会及びＡ種優先株主を構成員とする種類株主総会において、Ａ種優先株式１株

につき１個の議決権を有する。

（普通株式を対価とする取得請求権）

　Ａ種優先株主は、Ａ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＡ種優先株式の全部又は一部につき、

当社がＡ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当社に請求することができる権利（以

下「取得請求権」という。）を有する。その条件は以下のとおりとする。

（１）Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数

Ａ種優先株式１株の取得と引換えに交付する当社の普通株式の株式数（以下「Ａ種取得比率」という。）

は次のとおりとする。かかる取得請求権の行使により各Ａ種優先株主に対して交付される普通株式の数に

つき１株未満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。

Ａ種取得比率＝
Ａ種優先株式の基準価額

取得価額

（２）上記（１）のＡ種優先株式の基準価額及び取得価額は、当初55円とする。

（取得条項に関する定め）

　当社は、当社の株式の金融商品取引所への上場の申請を行うことが取締役会で可決され、かつ当該株式公開

に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合、Ａ種優先株式の基準価額及び取得価額をそれぞれ

55円とし、Ａ種優先株式１株に対し、普通株式（基準価額÷取得価額）株の割合で、普通株式と引き換えにＡ

種優先株式を全部取得できるものとする。但し、基準価額及び取得価額については、次項「取得価額等の調

整」に定めるところに従い調整されることがある。

（取得価額等の調整）

Ａ種優先株式の基準価額及び取得価額は、以下の定めにより調整される。

（１） 株式等の発行又は処分に伴う調整

　Ａ種優先株式発行後、下記①又は②に掲げる事由により当社の株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる

可能性がある場合は、（取得条項に関する定め）の取得価額（以下「Ａ種取得価額」という。）は、下記①の

場合は当該株式の１株当たりの払込金額に、下記②の場合は下記に定めるＡ種潜在株式等取得価額に、それぞ

れ変更されるものとする。

① 調整前のＡ種取得価額を下回る払込金額をもって株式を発行又は処分する場合。但し、株式無償割当てによ

る場合及び潜在株式等（取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社

の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。

以下同じ。）の取得原因（潜在株式等に基づき会社が株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求

又は一定の事由を意味する。以下同じ。）の発生による場合を除く。調整後のＡ種取得価額は、募集又は割

当てのための基準日があるときはその日の翌日、それ以外のときは株式の発行又は処分の効力発生日（会社

法第209条第２号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降にこれを適用する。

② 調整前のＡ種取得価額を下回るＡ種潜在株式等取得価額をもって株式を取得し得る潜在株式等を発行又は処
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分する場合（無償割当てを含む。但し、株式無償割当てを除く。）。本②にいう「Ａ種潜在株式等取得価

額」とは、株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を

意味するものとし、以下同様とする。調整後のＡ種取得価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合

はその日、それ以外のときは潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される

場合は、同号に定める期間の末日）に、全ての潜在株式等につき取得原因が発生したものとみなし、このみ

なされる日の翌日以降にこれを適用する。

（２） 株式の分割、併合又は無償割当てによる調整

　Ａ種優先株式発行後、株式の分割、併合又は株式無償割当てを行う場合は、Ａ種取得価額は以下の調整式に

基づき調整される。調整後のＡ種取得価額は、株式分割、株式併合又は株式無償割当ての効力発生日（割当て

のための基準日がある場合はその日）の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。調整額の算定上発生した

１円未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後Ａ種取得価額＝当該調整前Ａ種取得価額×
１

分割・併合・無償割当ての比率

（３） その他の調整

　上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当社は取締役会の決議に基づき、合理的な範囲にお

いてＡ種優先株式の取得価額及び／又は基準価額の調整を行うものとする。

①合併、会社分割、株式移転又は株式交換のためにＡ種取得価額の調整を必要とする場合。

②潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合。但し、潜在株式等の全部について取得

原因が発生した場合を除く。

③潜在株式等にかかる（１）②に定める潜在株式等取得価額が修正される場合。

④上記のほか、当社の普通株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって取得価額の調整が必要

であると取締役会が合理的に判断する場合。

（会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無）

　会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

６. Ｂ種優先株式の内容は以下のとおりです。

（優先配当金）

　当社は、当社が吸収分割又は新設分割をする場合において剰余金の配当をするときには、当該配当の基準日

の最終の株主名簿に記載又は記録されたＢ種優先株主又はＢ種優先登録質権者に対し、同日の最終の株主名簿

に記載された普通株主又は普通登録質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき、Ｂ種優先分配額に相当する額

をそれぞれ配当する。なお、本項に基づき配当される剰余金の額が、発行済のＢ種優先株式の数（自己株式を

除く。）にＢ種優先分配額を乗じた額の合計額に満たない場合には、本項に基づきＢ種優先株式１株当たりに

配当される剰余金の額の比率が、Ｂ種優先分配額の比率と同じになるように配当する。

　前項に基づく配当をした後、普通株主又は普通登録質権者に対して配当をするときは、同時に、Ｂ種優先株

主又はＢ種優先登録質権者に対して、Ｂ種優先株式１株当たり、普通株式１株当たりの配当額に、その時点に

おけるＢ種取得比率を乗じた額の配当をそれぞれ行う。なお、本条に基づく配当財産の計算上生じる１株未満

の端数は切り捨てるものとする。

（残余財産の分配）

　当社の残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対し、Ｂ種優先株式１株に

つき金90円（以下「Ｂ種優先分配額」という。）が、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち分配される。

但し、Ｂ種優先株式につき、株式分割、株式併合、株式無償割当又はこれに類する事由があったときは、その

比率に応じて、Ｂ種優先分配額は適切に調整される。Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者にＢ種優先分

配額の残余財産が分配されたのち、なお残余財産がある場合は、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に

対し、Ｂ種優先株式１株につき、普通株式１株に対して分配される残余財産と同額の残余財産が分配される。

（議決権）

　Ｂ種優先株主は、当社株主総会及びＢ種優先株主を構成員とする種類株主総会において、Ｂ種優先株式１株

につき１個の議決権を有する。

（普通株式を対価とする取得請求権）

　Ｂ種優先株主は、Ｂ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＢ種優先株式の全部又は一部につき、

当社がＢ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当社に請求することができる権利（以

下「取得請求権」という。）を有する。その条件は以下のとおりとする。

（１）Ｂ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数

Ｂ種優先株式１株の取得と引換えに交付する当社の普通株式の株式数（以下「Ｂ種取得比率」という。）

は次のとおりとする。かかる取得請求権の行使により各Ｂ種優先株主に対して交付される普通株式の数に

つき１株未満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。
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Ｂ種取得比率＝
Ｂ種優先株式の基準価額

取得価額

（２）上記（１）のＢ種優先株式の基準価額及び取得価額は、当初90円とする。

（取得条項に関する定め）

　当社は、当社の株式の金融商品取引所への上場の申請を行うことが取締役会で可決され、かつ当該株式公開

に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合、Ｂ種優先株式の基準価額及び取得価額をそれぞれ

90円とし、Ｂ種優先株式１株に対し、普通株式（基準価額÷取得価額）株の割合で、普通株式と引き換えにＢ

種優先株式を全部取得できるものとする。但し、基準価額及び取得価額については、次項「取得価額等の調

整」に定めるところに従い調整されることがある。

（取得価額等の調整）

Ｂ種優先株式の基準価額及び取得価額は、以下の定めにより調整される。

（１） 株式等の発行又は処分に伴う調整

　Ｂ種優先株式発行後、下記①又は②に掲げる事由により当社の株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる

可能性がある場合は、（取得条項に関する定め）の取得価額（以下「Ｂ種取得価額」という。）は、下記①の

場合は当該株式の１株当たりの払込金額に、下記②の場合は下記に定めるＢ種潜在株式等取得価額に、それぞ

れ変更されるものとする。

① 調整前のＢ種取得価額を下回る払込金額をもって株式を発行又は処分する場合。但し、株式無償割当てによ

る場合及び潜在株式等（取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社

の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。

以下同じ。）の取得原因（潜在株式等に基づき会社が株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求

又は一定の事由を意味する。以下同じ。）の発生による場合を除く。調整後のＢ種取得価額は、募集又は割

当てのための基準日があるときはその日の翌日、それ以外のときは株式の発行又は処分の効力発生日（会社

法第209条第２号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降にこれを適用する。

② 調整前のＢ種取得価額を下回るＢ種潜在株式等取得価額をもって株式を取得し得る潜在株式等を発行又は処

分する場合（無償割当てを含む。但し、株式無償割当てを除く。）。本②にいう「Ｂ種潜在株式等取得価

額」とは、株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を

意味するものとし、以下同様とする。調整後のＢ種取得価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合

はその日、それ以外のときは潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される

場合は、同号に定める期間の末日）に、全ての潜在株式等につき取得原因が発生したものとみなし、このみ

なされる日の翌日以降にこれを適用する。

（２） 株式の分割、併合又は無償割当てによる調整

　Ｂ種優先株式発行後、株式の分割、併合又は株式無償割当てを行う場合は、Ｂ種取得価額は以下の調整式に

基づき調整される。調整後のＢ種取得価額は、株式分割、株式併合又は株式無償割当ての効力発生日（割当て

のための基準日がある場合はその日）の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。調整額の算定上発生した

１円未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後Ｂ種取得価額＝当該調整前Ｂ種取得価額×
１

分割・併合・無償割当ての比率

（３） その他の調整

　上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当社は取締役会の決議に基づき、合理的な範囲にお

いてＢ種優先株式の取得価額及び／又は基準価額の調整を行うものとする。

①合併、会社分割、株式移転又は株式交換のためにＢ種取得価額の調整を必要とする場合。

②潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合。但し、潜在株式等の全部について取得

原因が発生した場合を除く。

③潜在株式等にかかる（１）②に定める潜在株式等取得価額が修正される場合。

④上記のほか、当社の普通株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって取得価額の調整が必要

であると取締役会が合理的に判断する場合。

（会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無）

　会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

７. Ｃ種優先株式の内容は以下のとおりです。

（優先配当金）

　当社は、当社が吸収分割又は新設分割をする場合において剰余金の配当をするときには、当該配当の基準日

の最終の株主名簿に記載又は記録されたＣ種優先株主又はＣ種優先登録質権者に対し、同日の最終の株主名簿

に記載された普通株主又は普通登録質権者に先立ち、Ｃ種優先株式１株につき、Ｃ種優先分配額に相当する額

をそれぞれ配当する。なお、本項に基づき配当される剰余金の額が、発行済のＣ種優先株式の数（自己株式を

除く。）にＣ種優先分配額を乗じた額の合計額に満たない場合には、本項に基づきＣ種優先株式１株当たりに
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配当される剰余金の額の比率が、Ｃ種優先分配額の比率と同じになるように配当する。

　前項に基づく配当をした後、普通株主又は普通登録質権者に対して配当をするときは、同時に、Ｃ種優先株

主又はＣ種優先登録質権者に対して、Ｃ種優先株式１株当たり、普通株式１株当たりの配当額に、その時点に

おけるＣ種取得比率を乗じた額の配当をそれぞれ行う。なお、本条に基づく配当財産の計算上生じる１株未満

の端数は切り捨てるものとする。

（残余財産の分配）

　当社の残余財産を分配するときは、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対し、Ｃ種優先株式１株に

つき金151円（以下「Ｃ種優先分配額」という。）が、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち分配される。

但し、Ｃ種優先株式につき、株式分割、株式併合、株式無償割当又はこれに類する事由があったときは、その

比率に応じて、Ｃ種優先分配額は適切に調整される。Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者にＣ種優先分

配額の残余財産が分配されたのち、なお残余財産がある場合は、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に

対し、Ｃ種優先株式１株につき、普通株式１株に対して分配される残余財産と同額の残余財産が分配される。

（議決権）

　Ｃ種優先株主は、当社株主総会及びＣ種優先株主を構成員とする種類株主総会において、Ｃ種優先株式１株

につき１個の議決権を有する。

（普通株式を対価とする取得請求権）

　Ｃ種優先株主は、Ｃ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＣ種優先株式の全部又は一部につき、

当社がＣ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当社に請求することができる権利（以

下「取得請求権」という。）を有する。その条件は以下のとおりとする。

（１）Ｃ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数

Ｃ種優先株式１株の取得と引換えに交付する当社の普通株式の株式数（以下「Ｃ種取得比率」という。）

は次のとおりとする。かかる取得請求権の行使により各Ｃ種優先株主に対して交付される普通株式の数に

つき１株未満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。

Ｃ種取得比率＝
Ｃ種優先株式の基準価額

取得価額

（２）上記（１）のＣ種優先株式の基準価額及び取得価額は、当初151円とする。

（取得条項に関する定め）

　当社は、当社の株式の金融商品取引所への上場の申請を行うことが取締役会で可決され、かつ当該株式公開

に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合、Ｃ種優先株式の基準価額及び取得価額をそれぞれ

151円とし、Ｃ種優先株式１株に対し、普通株式（基準価額÷取得価額）株の割合で、普通株式と引き換えにＣ

種優先株式を全部取得できるものとする。但し、基準価額及び取得価額については、次項「取得価額等の調

整」に定めるところに従い調整されることがある。

（取得価額等の調整）

Ｃ種優先株式の基準価額及び取得価額は、以下の定めにより調整される。

（１） 株式等の発行又は処分に伴う調整

　Ｃ種優先株式発行後、下記①又は②に掲げる事由により当社の株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる

可能性がある場合は、（取得条項に関する定め）の取得価額（以下「Ｃ種取得価額」という。）は、下記①の

場合は当該株式の１株当たりの払込金額に、下記②の場合は下記に定めるＣ種潜在株式等取得価額に、それぞ

れ変更されるものとする。

① 調整前のＣ種取得価額を下回る払込金額をもって株式を発行又は処分する場合。但し、株式無償割当てによ

る場合及び潜在株式等（取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社

の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。

以下同じ。）の取得原因（潜在株式等に基づき会社が株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求

又は一定の事由を意味する。以下同じ。）の発生による場合を除く。調整後のＣ種取得価額は、募集又は割

当てのための基準日があるときはその日の翌日、それ以外のときは株式の発行又は処分の効力発生日（会社

法第209条第２号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降にこれを適用する。

② 調整前のＣ種取得価額を下回るＣ種潜在株式等取得価額をもって株式を取得し得る潜在株式等を発行又は処

分する場合（無償割当てを含む。但し、株式無償割当てを除く。）。本②にいう「Ｃ種潜在株式等取得価

額」とは、株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を

意味するものとし、以下同様とする。調整後のＣ種取得価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合

はその日、それ以外のときは潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される

場合は、同号に定める期間の末日）に、全ての潜在株式等につき取得原因が発生したものとみなし、このみ

なされる日の翌日以降にこれを適用する。

（２） 株式の分割、併合又は無償割当てによる調整

　Ｃ種優先株式発行後、株式の分割、併合又は株式無償割当てを行う場合は、Ｃ種取得価額は以下の調整式に

基づき調整される。調整後のＣ種取得価額は、株式分割、株式併合又は株式無償割当ての効力発生日（割当て

のための基準日がある場合はその日）の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。調整額の算定上発生した

１円未満の端数は切り捨てるものとする。
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調整後Ｃ種取得価額＝当該調整前Ｃ種取得価額×
１

分割・併合・無償割当ての比率

（３） その他の調整

　上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当社は取締役会の決議に基づき、合理的な範囲にお

いてＣ種優先株式の取得価額及び／又は基準価額の調整を行うものとする。

① 合併、会社分割、株式移転又は株式交換のためにＣ種取得価額の調整を必要とする場合。

②潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合。但し、潜在株式等の全部について取得

原因が発生した場合を除く。

③潜在株式等にかかる（１）②に定める潜在株式等取得価額が修正される場合。

④上記のほか、当社の普通株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって取得価額の調整が必要

であると取締役会が合理的に判断する場合。

（会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無）

　会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

８. Ｄ種優先株式の内容は以下のとおりです。

（優先配当金）

　当社は、当社が吸収分割又は新設分割をする場合において剰余金の配当をするときには、当該配当の基準日

の最終の株主名簿に記載又は記録されたＤ種優先株主又はＤ種優先登録質権者に対し、同日の最終の株主名簿

に記載された普通株主又は普通登録質権者に先立ち、Ｄ種優先株式１株につき、Ｄ種優先分配額に相当する額

をそれぞれ配当する。なお、本項に基づき配当される剰余金の額が、発行済のＤ種優先株式の数（自己株式を

除く。）にＤ種優先分配額を乗じた額の合計額に満たない場合には、本項に基づきＤ種優先株式１株当たりに

配当される剰余金の額の比率が、Ｄ種優先分配額の比率と同じになるように配当する。

　前項に基づく配当をした後、普通株主又は普通登録質権者に対して配当をするときは、同時に、Ｄ種優先株

主又はＤ種優先登録質権者に対して、Ｄ種優先株式１株当たり、普通株式１株当たりの配当額に、その時点に

おけるＤ種取得比率を乗じた額の配当をそれぞれ行う。なお、本条に基づく配当財産の計算上生じる１株未満

の端数は切り捨てるものとする。

（残余財産の分配）

　当社の残余財産を分配するときは、Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者に対し、Ｄ種優先株式１株に

つき金551円（以下「Ｄ種優先分配額」という。）が、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち分配される。

但し、Ｄ種優先株式につき、株式分割、株式併合、株式無償割当又はこれに類する事由があったときは、その

比率に応じて、Ｄ種優先分配額は適切に調整される。Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者にＤ種優先分

配額の残余財産が分配されたのち、なお残余財産がある場合は、Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者に

対し、Ｄ種優先株式１株につき、普通株式１株に対して分配される残余財産と同額の残余財産が分配される。

（議決権）

　Ｄ種優先株主は、当社株主総会及びＤ種優先株主を構成員とする種類株主総会において、Ｄ種優先株式１株

につき１個の議決権を有する。

（普通株式を対価とする取得請求権）

　Ｄ種優先株主は、Ｄ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＤ種優先株式の全部又は一部につき、

当社がＤ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当社に請求することができる権利（以

下「取得請求権」という。）を有する。その条件は以下のとおりとする。

（１）Ｄ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数

Ｄ種優先株式１株の取得と引換えに交付する当社の普通株式の株式数（以下「Ｄ種取得比率」という。）

は次のとおりとする。かかる取得請求権の行使により各Ｄ種優先株主に対して交付される普通株式の数に

つき１株未満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。

Ｄ種取得比率＝
Ｄ種優先株式の基準価額

取得価額

（２）上記（１）のＤ種優先株式の基準価額及び取得価額は、当初551円とする。

（取得条項に関する定め）

　当社は、当社の株式の金融商品取引所への上場の申請を行うことが取締役会で可決され、かつ当該株式公開

に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合、Ｄ種優先株式の基準価額及び取得価額をそれぞれ

551円とし、Ｄ種優先株式１株に対し、普通株式（基準価額÷取得価額）株の割合で、普通株式と引き換えにＤ

種優先株式を全部取得できるものとする。但し、基準価額及び取得価額については、次項「取得価額等の調

整」に定めるところに従い調整されることがある。

（取得価額等の調整）

Ｄ種優先株式の基準価額及び取得価額は、以下の定めにより調整される。
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（１） 株式等の発行又は処分に伴う調整

　Ｄ種優先株式発行後、下記①又は②に掲げる事由により当社の株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる

可能性がある場合は、（取得条項に関する定め）の取得価額（以下「Ｄ種取得価額」という。）は、下記①の

場合は当該株式の１株当たりの払込金額に、下記②の場合は下記に定めるＤ種潜在株式等取得価額に、それぞ

れ変更されるものとする。

① 調整前のＤ種取得価額を下回る払込金額をもって株式を発行又は処分する場合。但し、株式無償割当てによ

る場合及び潜在株式等（取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社

の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。

以下同じ。）の取得原因（潜在株式等に基づき会社が株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求

又は一定の事由を意味する。以下同じ。）の発生による場合を除く。調整後のＤ種取得価額は、募集又は割

当てのための基準日があるときはその日の翌日、それ以外のときは株式の発行又は処分の効力発生日（会社

法第209条第２号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降にこれを適用する。

② 調整前のＤ種取得価額を下回るＤ種潜在株式等取得価額をもって株式を取得し得る潜在株式等を発行又は処

分する場合（無償割当てを含む。但し、株式無償割当てを除く。）。本②にいう「Ｄ種潜在株式等取得価

額」とは、株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を

意味するものとし、以下同様とする。調整後のＤ種取得価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合

はその日、それ以外のときは潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される

場合は、同号に定める期間の末日）に、全ての潜在株式等につき取得原因が発生したものとみなし、このみ

なされる日の翌日以降にこれを適用する。

（２） 株式の分割、併合又は無償割当てによる調整

　Ｄ種優先株式発行後、株式の分割、併合又は株式無償割当てを行う場合は、Ｄ種取得価額は以下の調整式に

基づき調整される。調整後のＤ種取得価額は、株式分割、株式併合又は株式無償割当ての効力発生日（割当て

のための基準日がある場合はその日）の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。調整額の算定上発生した

１円未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後Ｄ種取得価額＝当該調整前Ｄ種取得価額×
１

分割・併合・無償割当ての比率

（３） その他の調整

　上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当社は取締役会の決議に基づき、合理的な範囲にお

いてＤ種優先株式の取得価額及び／又は基準価額の調整を行うものとする。

①合併、会社分割、株式移転又は株式交換のためにＤ種取得価額の調整を必要とする場合。

②潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合。但し、潜在株式等の全部について取得

原因が発生した場合を除く。

③潜在株式等にかかる（１）②に定める潜在株式等取得価額が修正される場合。

④上記のほか、当社の普通株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって取得価額の調整が必要

であると取締役会が合理的に判断する場合。

（会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無）

　会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

９. Ｅ種優先株式の内容は以下のとおりです。

（優先配当金）

　当社は、当社が吸収分割又は新設分割をする場合において剰余金の配当をするときには、当該配当の基準日

の最終の株主名簿に記載又は記録されたＥ種優先株主又はＥ種優先登録質権者に対し、同日の最終の株主名簿

に記載された普通株主又は普通登録質権者に先立ち、Ｅ種優先株式１株につき、Ｅ種優先分配額に相当する額

をそれぞれ配当する。なお、本項に基づき配当される剰余金の額が、発行済のＥ種優先株式の数（自己株式を

除く。）にＥ種優先分配額を乗じた額の合計額に満たない場合には、本項に基づきＥ種優先株式１株当たりに

配当される剰余金の額の比率が、Ｅ種優先分配額の比率と同じになるように配当する。

　前項に基づく配当をした後、普通株主又は普通登録質権者に対して配当をするときは、同時に、Ｅ種優先株

主又はＥ種優先登録質権者に対して、Ｅ種優先株式１株当たり、普通株式１株当たりの配当額に、その時点に

おけるＥ種取得比率を乗じた額の配当をそれぞれ行う。なお、本条に基づく配当財産の計算上生じる１株未満

の端数は切り捨てるものとする。

（残余財産の分配）

　当社の残余財産を分配するときは、Ｅ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権者に対し、Ｅ種優先株式１株に

つき金1,030円（以下「Ｅ種優先分配額」という。）が、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち分配され

る。但し、Ｅ種優先株式につき、株式分割、株式併合、株式無償割当又はこれに類する事由があったときは、

その比率に応じて、Ｅ種優先分配額は適切に調整される。Ｅ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権者にＥ種優

先分配額の残余財産が分配されたのち、なお残余財産がある場合は、Ｅ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権

者に対し、Ｅ種優先株式１株につき、普通株式１株に対して分配される残余財産と同額の残余財産が分配され

る。
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（議決権）

　Ｅ種優先株主は、当社株主総会及びＥ種優先株主を構成員とする種類株主総会において、Ｅ種優先株式１株

につき１個の議決権を有する。

（普通株式を対価とする取得請求権）

　Ｅ種優先株主は、Ｅ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＥ種優先株式の全部又は一部につき、

当社がＥ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当社に請求することができる権利（以

下「取得請求権」という。）を有する。その条件は以下のとおりとする。

（１）Ｅ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数

Ｅ種優先株式１株の取得と引換えに交付する当社の普通株式の株式数（以下「Ｅ種取得比率」という。）

は次のとおりとする。かかる取得請求権の行使により各Ｅ種優先株主に対して交付される普通株式の数に

つき１株未満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。

Ｅ種取得比率＝
Ｅ種優先株式の基準価額

取得価額

（２）上記（１）のＥ種優先株式の基準価額及び取得価額は、当初1,030円とする。

（取得条項に関する定め）

　当社は、当社の株式の金融商品取引所への上場の申請を行うことが取締役会で可決され、かつ当該株式公開

に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合、Ｅ種優先株式の基準価額及び取得価額をそれぞれ

1,030円とし、Ｅ種優先株式１株に対し、普通株式（基準価額÷取得価額）株の割合で、普通株式と引き換えに

Ｅ種優先株式を全部取得できるものとする。但し、基準価額及び取得価額については、次項「取得価額等の調

整」に定めるところに従い調整されることがある。

（取得価額等の調整）

Ｅ種優先株式の基準価額及び取得価額は、以下の定めにより調整される。

（１） 株式等の発行又は処分に伴う調整

　Ｅ種優先株式発行後、下記①又は②に掲げる事由により当社の株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる

可能性がある場合は、（取得条項に関する定め）の取得価額（以下「Ｅ種取得価額」という。）は、下記①の

場合は当該株式の１株当たりの払込金額に、下記②の場合は下記に定めるＥ種潜在株式等取得価額に、それぞ

れ変更されるものとする。

① 調整前のＥ種取得価額を下回る払込金額をもって株式を発行又は処分する場合。但し、株式無償割当てによ

る場合及び潜在株式等（取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社

の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。

以下同じ。）の取得原因（潜在株式等に基づき会社が株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求

又は一定の事由を意味する。以下同じ。）の発生による場合を除く。調整後のＥ種取得価額は、募集又は割

当てのための基準日があるときはその日の翌日、それ以外のときは株式の発行又は処分の効力発生日（会社

法第209条第２号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降にこれを適用する。

② 調整前のＥ種取得価額を下回るＥ種潜在株式等取得価額をもって株式を取得し得る潜在株式等を発行又は処

分する場合（無償割当てを含む。但し、株式無償割当てを除く。）。本②にいう「Ｅ種潜在株式等取得価

額」とは、株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を

意味するものとし、以下同様とする。調整後のＥ種取得価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合

はその日、それ以外のときは潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される

場合は、同号に定める期間の末日）に、全ての潜在株式等につき取得原因が発生したものとみなし、このみ

なされる日の翌日以降にこれを適用する。

（２） 株式の分割、併合又は無償割当てによる調整

　Ｅ種優先株式発行後、株式の分割、併合又は株式無償割当てを行う場合は、Ｅ種取得価額は以下の調整式に

基づき調整される。調整後のＥ種取得価額は、株式分割、株式併合又は株式無償割当ての効力発生日（割当て

のための基準日がある場合はその日）の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。調整額の算定上発生した

１円未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後Ｅ種取得価額＝当該調整前Ｅ種取得価額×
１

分割・併合・無償割当ての比率

（３） その他の調整

　上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当社は取締役会の決議に基づき、合理的な範囲にお

いてＥ種優先株式の取得価額及び／又は基準価額の調整を行うものとする。

①合併、会社分割、株式移転又は株式交換のためにＥ種取得価額の調整を必要とする場合。

②潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合。但し、潜在株式等の全部について取得

原因が発生した場合を除く。

③潜在株式等にかかる（１）②に定める潜在株式等取得価額が修正される場合。
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④上記のほか、当社の普通株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって取得価額の調整が必要

であると取締役会が合理的に判断する場合。

（会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無）

　会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

（２） 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３） 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４） 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2022年１月４日

普通株式
△13,235,800

Ａ種優先株式
5,540,000

Ｂ種優先株式
1,666,200

Ｃ種優先株式
4,195,200

Ｄ種優先株式
1,640,000

Ｅ種優先株式
194,400

普通株式
14,060,000

Ａ種優先株式
5,540,000

Ｂ種優先株式
1,666,200

Ｃ種優先株式
4,195,200

Ｄ種優先株式
1,640,000

Ｅ種優先株式
194,400

－ 100,000 － 1,109,885

（注） 2022年１月４日開催の臨時株主総会にて、普通株式13,235,800株をそれぞれ以下の通りに変更する決議を行

い、同日付で株式の種類を変更いたしました。

Ａ種優先株式 5,540,000株

Ｂ種優先株式 1,666,200株

Ｃ種優先株式 4,195,200株

Ｄ種優先株式 1,640,000株

Ｅ種優先株式 194,400株

（５） 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６） 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2022年２月28日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他）

普通株式 14,060,000
Ａ種優先株式 5,540,000
Ｂ種優先株式 1,666,200
Ｃ種優先株式 4,195,200
Ｄ種優先株式 1,640,000
Ｅ種優先株式 194,400

普通株式 14,060,000
Ａ種優先株式 5,540,000
Ｂ種優先株式 1,666,200
Ｃ種優先株式 4,195,200
Ｄ種優先株式 1,640,000
Ｅ種優先株式 194,400

－

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 27,295,800 － －

総株主の議決権 － 27,295,800 －

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

２ 監査証明について

当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第216条第６項の規定に基づき、金融商品取引法第193条の２

第１項の規定に準じて、第１四半期会計期間（2021年12月１日から2022年２月28日まで）及び第１四半期累計期間

（2021年12月１日から2022年２月28日まで）に係る四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半

期レビューを受けております。

３ 四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

４ 最初に提出する四半期報告書の記載上の特例

当新規上場申請のための四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン24の４の７-６」の規定に準じて前年同四

半期との対比は行っておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

（１） 【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間
（2022年２月28日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 719,781

売掛金 132,055

仕掛品 2,779

未収入金 677,497

その他 33,909

流動資産合計 1,566,022

固定資産

有形固定資産 25,801

無形固定資産 467

投資その他の資産 93,500

固定資産合計 119,770

資産合計 1,685,793

負債の部

流動負債

買掛金 8,514

未払法人税等 675

預り金 889,539

その他 184,025

流動負債合計 1,082,754

固定負債

長期借入金 160,000

固定負債合計 160,000

負債合計 1,242,754

純資産の部

株主資本

資本金 100,000

資本剰余金 1,562,033

利益剰余金 △1,218,994

株主資本合計 443,038

純資産合計 443,038

負債純資産合計 1,685,793
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（２） 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

（単位：千円）
当第１四半期累計期間
（自 2021年12月１日

至 2022年２月28日）

売上高 546,798

売上原価 58,504

売上総利益 488,294

販売費及び一般管理費 619,812

営業損失（△） △131,518

営業外収益

受取利息 2

違約金収入 1,821

その他 528

営業外収益合計 2,352

営業外費用

支払利息 259

為替差損 895

その他 74

営業外費用合計 1,229

経常損失（△） △130,395

税引前四半期純損失（△） △130,395

法人税、住民税及び事業税 675

法人税等合計 675

四半期純損失（△） △131,070
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【注記事項】

（会計方針の変更等）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、

当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより当

第１四半期累計期間の損益に与える影響はありません。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。

（追加情報）

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期財務諸表に与え

る影響はありません。

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　新規上場申請のための有価証券報告書（Iの部）の（重要な会計上の見積り）に記載した新型コロナウイルス

感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計

期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりです。

当第１四半期累計期間
（自 2021年12月１日
至 2022年２月28日）

減価償却費 3,604千円

（株主資本等関係）

当第１四半期累計期間（自 2021年12月１日 至 2022年２月28日）

１. 配当金支払額

該当事項はありません。

２. 基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第１四半期累計期間（自 2021年12月１日 至 2022年２月28日）

　 当社は、メディアプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（収益認識関係）

　当社は、メディアプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しており

ますが、主要なサービスの種類及び取引形態により収益を分解した情報は以下のとおりです。

　なお、継続取引とは主にサブスクリプション型の取引で、一定の期間にわたり移転される財又はサービスで

す。単発取引はそれ以外の取引であり、一時点で移転される財又はサービスです。

当第１四半期累計期間（自 2021年12月１日 至 2022年２月28日）

（単位：千円）

note note pro
法人向け
サービス

その他（注） 合計

継続取引 109,736 66,977 － 26,384 203,098

単発取引 319,908 － 22,530 1,260 343,699

顧客との契約から
生じる収益（合計）

429,645 66,977 22,530 27,645 546,798

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 429,645 66,977 22,530 27,645 546,798

（注）主なものは、当社が運営するメディアのサービス収入などです。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

当第１四半期累計期間
（自 2021年12月１日

至 2022年２月28日）

１株当たり四半期純損失（△） △9円60銭

（算定上の基礎）

四半期純損失（△）（千円） △131,070

普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式及び普通株式と同等の株式に係る四半期純損失（△）（千円） △131,070

普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数（株） 13,647,900

（うちＡ種優先株式数（株）） 1,723,555

（うちＢ種優先株式数（株）） 518,373

（うちＣ種優先株式数（株）） 1,305,173

（うちＤ種優先株式数（株）） 510,222

（うちＥ種優先株式数（株）） 60,480

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含
めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

－

（注）１. 潜在株式調整後１株当たり四半期純損失については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、

期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

２. Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式及びＥ種優先株式は、剰余金の配当請求権につ

いて普通株式と同等の権利を有しているため、普通株式と同等の株式としております。

３. 2022年９月６日付で普通株式２株につき１株の割合で株式併合を行っております。当事業年度の期首に当該

株式併合が行われたと仮定して１株当たり四半期純損失を算定しております。

（重要な後発事象）

１.第三者割当による新株の発行について

当社は、2022年３月30日開催の取締役会において、Image Frame Investment (HK) Limitedに対し第三者割

当によるＦ種優先株式（以下、「本優先株式」という。）の発行を行うことについて決議し、2022年４月21

日に払込が完了し、新株式の発行を行いました。また、本優先株式の発行のために必要となる定款の一部変

更については、2022年４月14日開催の株主総会（普通株主、Ａ種優先株主、Ｂ種優先株主、Ｃ種優先株主、

Ｄ種優先株主及びＥ種優先株主による各種類株主総会を含む。）において決議いたしました。

（１）募集方法：第三者割当増資

（２）発行する株式の種類及び数：Ｆ種優先株式 1,940,000株

（３）払込金額：１株につき1,031円

（４）発行総額：2,000,140千円

（５）資本組入額：1,000,070千円

（６）払込日：2022年４月21日

（７）新株の配当起算日：払込日と同日

（８）資金の使途：人件費等の運転資金

　



― 21 ―

２. 第13回新株予約権の発行について

当社は、2022年４月15日開催の取締役会において、当社の従業員に対して、ストックオプション（新株予

約権）を下記の通り、割当することを決議し、2022年４月16日に発行いたしました。

（１）新株予約権を発行する理由

　当社業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めるため。

（２）新株予約権の割当日

2022年４月16日

（３）付与対象者の区分及び人数

当社従業員 68名

（４）新株予約権の発行数

　 2,010個

（５）新株予約権と引換えに払い込む金銭の額

　 無償

（６）新株予約権の権利行使時の発行価格

発行価格：279円

（７）株式の種類

当社普通株式 402,000株（新株予約権１個につき200株）

（８）行使期間

2024年４月16日から2032年４月15日

但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合は、その前営業日を最終日とする。

（９）新株予約権の行使により株式を発行する場合における資本金及び資本準備金の金額

新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い

算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、そ

の端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本

金の額を減じた額とする。

（10）行使の条件

①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権割当契約に定

める「当社が新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生していないことを条

件とし、取得事由が生じた本新株予約権行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認

めた場合はこの限りではない。

②本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権

は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

③権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、新株予約権を

行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

④本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められない

ものとする。

⑤その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

（11）譲渡に関する事項

　取締役会の承認を要するものとする。
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３. 優先株式の取得及び消却

株主からの取得請求権の行使を受けたことにより、2022年８月26日付でＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ

種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価として

Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式１株につき、

それぞれ普通株式１株を交付しております。また、当社が取得したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先

株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式のすべてについて、2022年８月22日開催の取締役会に

おいて、会社法第178条の規定に基づき消却することを決議し、2022年８月29日付で消却しております。

（１） 取得及び消却した株式数

Ａ種優先株式 5,540,000株

Ｂ種優先株式 1,666,200株

Ｃ種優先株式 4,195,200株

Ｄ種優先株式 1,640,000株

Ｅ種優先株式 194,400株

Ｆ種優先株式 1,940,000株

（２） 交換により交付した普通株式数 15,175,800株

（３） 交付後の発行済普通株式数 29,235,800株

４. 株式併合

当社は、2022年８月22日開催の取締役会において、2022年９月６日開催の臨時株主総会に普通株式の併合

に関する議案を付議することを決議し、同株主総会において、承認可決されました。当該株式併合の内容は

次の通りです。

（１）株式併合の目的

　当社の中長期的な株価変動等を勘案しつつ投資単位を適切な水準に調整するため。

（２）株式併合の内容

① 株式併合する株式の種類

普通株式

② 株式併合の方法・比率

2022年９月６日をもって、2022年９月６日の最終の株主名簿に記録された株主の所有株式（普通株

式）について、２株につき１株の割合で併合

③ 株式併合により減少する株式数

株式併合前の発行済株式総数（2022年９月６日） 29,235,800株

株式併合により減少する株式数 14,617,900株

株式併合後の発行済株式総数 14,617,900株

（３）１株当たり情報に与える影響

　「１株当たり情報」は、当該株式併合が当事業年度の期首に行われたものと仮定して算出しており、

これによる影響については、当該箇所に反映されております。
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５. 資本金の額の減少及び剰余金の処分

当社は、2022年10月12日開催の取締役会において、2022年11月４日開催の臨時株主総会に、資本金の額の

減少及び剰余金の処分について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。

（１）資本金の額の減少及び剰余金の処分について

　資本金の額の減少につきましては、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的とし

て、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものです。

　剰余金の処分につきましては、欠損を填補し、資本構成の是正を図る目的から、会社法第452条の規

定に基づき、増加後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替えるものです。

（２）資本金の額の減少について

① 減少すべき資本金の額

資本金1,100,070千円のうち1,000,070千円を減少し、100,000千円といたします。

② 資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額をその他資本剰余金へ振り替えます。

（３）剰余金の処分について

① 増加する剰余金の項目及び金額

繰越利益剰余金 1,000,070千円

② 減少する剰余金の項目及び金額

その他資本剰余金 1,000,070千円

（４）資本金の額の減少及び剰余金の処分の日程

① 取締役会決議日 2022年10月12日

② 臨時株主総会決議日 2022年11月４日

③ 債権者異議申述最終日 2022年11月28日（予定）

④ 効力発生日 2022年11月29日（予定）
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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